別紙１

                  　　　随意契約をすることができる場合に
        　               該当することの説明書
	 地方自治法施行令第167条の２第１項第２号
 により随意契約をすることができる場合
	  今回の契約が左に該当すること等の説明

	 特定の者でなければ供給することができない
 ものを調達するとき。
	１　調達する財産や役務等の内容及びその特
　殊性
    上水の供給
　 下水の処理
２　特定の者以外の者が供給することができ
　ないことの説明
  　水道事業は、水道法第６条の規定により厚生労働大臣の認可を要する事業であり、原則市町村が経営することとされている。岐阜市においては上下水道事業は市が経営している。

なお、本契約はその内容・金額について

事業者の決定事項に承認せざるを得ない附

合契約に該当する。
　　また、地方自治法２３４条の３に定める
　長期継続契約に該当するため、特別な事情
　の変化がない限り、この契約を継続するこ
　ととする。


  備考　この様式により難いときは、 必要な事項を含む適宜の様式によることができる。
